
 
令 和 ４ 年 ４ 月 ５ 日 

総合政策局運輸審議会審理室 

 
 

「東急電鉄株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運賃の 

上限変更の認可申請事案」に関する答申について 
 

 

 

運輸審議会は国家行政組織法第８条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大

臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場

から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 

当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見

込みです。 

   

審議における配付資料及び議事概要は以下のＵＲＬで公表しています。 

  https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 令和４年１月１２日付で国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事

案について、審議の結果、認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大

臣に対して答申しました（答申結果は別添のとおりです）。 

[運輸審議会における審議に関する問合せ先] 

総合政策局運輸審議会審理室 町田、佐藤 

（直通）03-5253-8810 

[旅客運賃の設定に関する問合せ先] 

鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 尾﨑、石垣 

（代表）03-5253-8111（内線 40652,40634） 

（直通）03-5253-8543 
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  国土交通大臣  斉藤 鉄夫 殿 
 
 
             運輸審議会会長  牧  満  
 
 

答    申    書 
 

東急電鉄株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運賃の 
上限変更の認可申請について 

 
 

令４第４００１号 
 
 
 令和４年１月１２日付け国鉄事第５０２号をもって諮問された上記の

事案については、令和４年３月１日東京都において公聴会を開催し、審

議した結果、次のとおり答申する。 



 
 

主    文 
 

東急電鉄株式会社からの申請に係る鉄道及び軌道事業の旅客運賃の

変更については、別紙に掲げる額を上限として認可することが適当であ

る。 
 

理    由 
 
１．申請者は、平成１７年３月２０日から、消費税に係る運賃改定を除

き１７年余にわたり、現行運賃を実施しているものである。近年、乗

降客数は堅調に推移してきたものの、令和２年当初からの新型コロナ

ウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出等により、外出自粛

や通勤客のテレワークへの移行等の行動様式の変容がみられ、乗降客

数は大きく落ち込んだ。令和元年度の収支率は１０２．４％であった

ところ、令和２年度には７８．６％に下落し、収益の悪化が著しい。

行動様式の変容が一定程度定着し、需要の回復が見通せない一方、安

全の確保に必要な設備投資は引き続き実施する必要があり、旅客運賃

を改定して鉄軌道事業の安全な輸送と健全な経営を維持したいとし

て、旅客運賃の上限変更認可を申請したものである。 
 
２．国土交通大臣は、鉄道運送事業者及び軌道経営者からの旅客運賃の

上限の変更の認可にあたっては、鉄道事業法第１６条第２項、軌道法

第１１条第１項及び関係通達に基づき、当該旅客運賃の上限による総

収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた

ものを超えないものであることを確認の上、鉄道事業法第１６条第１

項及び軌道法第１１条第１項の認可をするものとされている。 
 
３．当審議会は、本事案の審議にあたり、公聴会を開催し申請者の陳述

及び一般公述人の公述を聴取したほか、現地視察、通勤定期旅客運賃

の上限額を含む当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明

等に基づいて検討を行った。その結果は、次のとおりである。   



 
 

平年度（原価計算期間）である令和５年度から令和７年度までの３

年間の収入算定の基礎となる現行運賃を維持した場合の総収入は合

計４２３，６２７百万円、適正な総括原価（能率的な経営の下におけ

る適正な原価に適正な利潤を加えたもの）は４６８，５３５百万円と

推定されるので、差引き４４，９０７百万円の不足を生ずるものと見

込まれる。 
これに対して、旅客運賃の上限を主文のとおり改定した場合、総収

入は４６６，８０３百万円、適正な総括原価は４６８，５３５百万円

と推定されるので、差引き１，７３１百万円の不足を生ずるものと見

込まれる。 
 

４．令和２年当初からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大を起因と

する消費者の行動様式の変容により、コロナ禍前の需要への回復は見

通せないとする申請者の需要見通しは、沿線利用者を対象としたアン

ケート調査（令和２年１２月）、内閣府「新型コロナウイルス感染症

の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」の動向（令和

２年１２月と令和３年１１月調査の比較）等を踏まえており、かつ所

管局が別途実施した外部委託調査結果の想定範囲内にあることを勘

案すると、合理性が認められる。他方、安全・安心投資を主体とした

設備投資の継続を前提とする原価を推定した結果、本件申請に係る旅

客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、本件申請は上

記２．の認可基準に適合するものと認められる。 
  したがって、鉄道事業法第１６条第１項及び軌道法第１１条第１項

に基づき、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認

める。 



 
 

要望事項 
 
 新型コロナウイルス感染症の影響は先行き不透明な状況が続いてお

り、東急電鉄株式会社の鉄軌道事業における需要見通しは一定の合理性

が認められるものの、想定された旅客輸送量と実績が大きく乖離する可

能性がある。このため、国土交通大臣は、本件申請の認可にあたり、鉄

道事業法第５４条第１項及び第２項の趣旨に基づき、期限に係る条件を

付すことを検討されたい。 

また、付された期限までの間の東急電鉄株式会社の経営実績につい

て、実績が想定された収支率となっているかの検証結果並びに事業構造

変革及び輸送需要創出への取組状況について、毎年、当審議会に報告さ

れたい。 



 
 

別紙 

１ 普通旅客運賃             
（１）鉄道対キロ区間制（こどもの国線及び世田谷線を除く全線） 

 （単位：キロ、円） 
キロ程 １円単位 １０円単位 
１～３ １４０ １４０ 
４～７ １８０ １８０ 

８～１１ ２２７ ２３０ 
１２～１５ ２５０ ２５０ 
１６～２０ ２８８ ２９０ 
２１～２５ ３０９ ３１０ 
２６～３０ ３４７ ３５０ 
３１～３５ ３８１ ３９０ 
３６～４０ ４３０ ４３０ 
４１～４５ ４６９ ４７０ 
４６～５０ ５００ ５００ 
５１～５６ ５３１ ５４０ 

 
 
（２）鉄道均一制（こどもの国線） 

 （単位：円） 
 １円単位 １０円単位 

全線均一 １５７（据置） １６０（据置） 
 
 
（３）軌道均一制（世田谷線） 

 （単位：円） 
 １円単位 １０円単位 

全線均一 １６０ １６０ 
 



 
 

２ 通勤定期旅客運賃（大人１か月）     
（１）鉄道対キロ区間制（こどもの国線及び世田谷線を除く全線） 

  （単位：キロ、円） 
キロ程  
１～３ ４，９９０ 
４～７ ６，７８０ 

８～１１ ８，５７０ 
１２～１５ ９，４３０ 
１６～２０ １０，７４０ 
２１～２５ １１，５１０ 
２６～３０ １２，８３０ 
３１～３５ １４，１７０ 
３６～４０ １５，９４０ 
４１～４５ １７，２６０ 
４６～５０ １８，５８０ 
５１～５６ １９，９００ 

 
 
（２）鉄道均一制（こどもの国線） 

 （単位：円） 
全線均一 ５，７９０（据置） 

 
 
（３）軌道均一制（世田谷線） 

 （単位：円） 
全線均一 ６，１４０ 

 



 
 

３ 通学定期旅客運賃（大人１か月）     
（１）鉄道対キロ区間制（こどもの国線及び世田谷線を除く全線） 

  （単位：キロ、円） 
キロ程  
１～３ １，８７０（据置） 
４～７ ２，４７０（据置） 

８～１１ ３，１２０（据置） 
１２～１５ ３，４５０（据置） 
１６～２０ ３，９４０（据置） 
２１～２５ ４，２７０（据置） 
２６～３０ ４，７９０（据置） 
３１～３５ ５，２８０（据置） 
３６～４０ ５，９４０（据置） 
４１～４５ ６，４３０（据置） 
４６～５０ ６，９２０（据置） 
５１～５６ ７，４３０（据置） 

 
 
（２）鉄道均一制（こどもの国線） 

 （単位：円） 
全線均一 ２，４８０（据置） 

 
 
（３）軌道均一制（世田谷線） 

 （単位：円） 
全線均一 ２，６８０（据置） 

 


